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全日病の神野正博会長は６月20日、
東京都内で開催した全日病の第14回定
時総会で挨拶し、昨年の会長就任から
２年目を迎えるにあたり「会長として
の提言」を示し、積極的な議論を促し
た。具体的には、①医療提供体制の再
編・統合―「病院」から「健院」へ②病
院のキャピタルコスト改革―地域医療
を守る投資へ③控除対象外消費税問題
の抜本改革④給付と負担の再設計―

「平等」から「公平」へ⑤診療報酬のス
ライド制導入―将来予見性のある制度
へ⑥医療DXによる価値ある医療への
転換―の６項目を提言。さながら〝施
政方針演説〟の様相を呈した内容を解
説しながら、集まった理事らに対し「皆
様方の知恵を結集させ、１つでも多く
解決していきたい」「大いに議論しまし
ょう」などと呼びかけた。

〝健〟院へ、「脱皮が必要」
神野会長は、「①医療提供体制の再

編・統合―『病院』から『健院』へ」に
ついて、「民間の中小病院が二次救急
をしっかりやりつつ、これからの人口
減の中で生活とも関わる必要がある」
と改めて指摘。昨年の会長就任直後に、
民間の中小病院が地域住民の健康や日
常生活、そして人生も支える「〝健〟院」
の役割を担うべきとの考えを示し、

「〝病〟院をぶっ壊せ！」と訴えたこと
を振り返りつつ、「我々は脱皮する必
要がある」と強調した（全日病ニュー
ス2025年７月15日号などを参照）。
「②病院のキャピタルコスト改革―

地域医療を守る投資へ」については、
日本医療・病院管理学会と共同タスク
フォースを立ち上げ、検討を開始する
と説明。「ローンの返済なども考慮し
た補助金のあり方のほか、標準病院の
建築モデルなども考えていきたい」と
意欲を示した（５面に関連記事）。
「③控除対象外消費税問題の抜本改

革」については、前日の６月19日に財
務省の片山さつき大臣と面会し四病協
の要望書を手渡したと明かし、「明朗
会計にするという意味では、一部が得
する、一部が損するといったような税

制はあり得ない。解決を目指していか
なければならない」と訴えた（２面に
関連記事）。
「④給付と負担の再設計―『平等』

から『公平』へ」に関しては、「負担がで
きる方には負担いただき、本当に困っ
ている人たちには多くのサービスを提
供するといったような、公平なものの
考え方というのが必要」との考えを示
した。
「⑤診療報酬のスライド制導入―将

来予見性のある制度へ」については、
「診療報酬に将来予見性を確保すべき」
と主張。「物価・賃金やGDP、そのど
れかとスライドさせていく、あるいは
組み合わせたスライドセッティングと
いう仕組みが必要ではないかと強く思
う」などと述べた。「会長に就任後、色々
なところへ行き、お願いしたり、頭を
下げたり、時には食事もしながら交渉・
要望した。２年に１度のお祭りでいい
のか。銀行はこうした将来が見えない
ところに金を貸せるのか」との問題意
識も改めて示した。
「⑥医療DXによる価値ある医療へ

の転換」に関しては、「これだけの人口

減、そして働き手が不足する中で、我々
はやらねばならない。ベストなものは
ないか一生懸命考えていくことが必
要」と訴えた。

日医・松本会長「令和９年度の上積み
のため経営状況の提示が重要」

来賓として日本医
師会の松本吉郎会長
と参議院議員の釜萢
敏氏も挨拶。松本会
長は、「令和８年度
の診療報酬改定では、
令和９年度にさらに
もう一段階、物価・

賃金の動向を見ながら引き上げるとい
う仕組みができた。これは非常に重要」
と指摘。改定後の経営状況を鑑みて上
積みになるため、「どの辺で私たちの
経営状況を明らかにしていくかが非常
に大きな課題。令和８年度のどこかで、
私たちの状況をしっかりと示さなけれ
ばならず、一年間の余裕はない。（経
営状況に関するデータ等を）きちんと
示し、それを足掛かりに、私どもの本
当に厳しい状況を政府に訴えなければ
ならない」と述べた。

釜萢氏「２年に１度の改定では難しい」
釜萢氏は、診療報

酬改定について「２
年に１回というので
はもうなかなか難し
い」との認識を示し
た。「国民の皆様に
理解される形で、ど
ういう体制を組んで
いくことができるかということが非常
に重要」とも指摘し、「それが遅れてし
まうと医療機関の大きな負担となり医
療提供が継続できなくなるという危機
感を持ちつつ、今後も全力で取り組ん
でまいりたい」と述べた。

神野会長「皆様方の知恵を結集させて解決していきたい」
２年目に向けた〝施政方針〟で６項目を提言

全日病 第14回定時総会

Claude Mythos時代の
医療サイバーセキュリティを考える

先日、厚生労働省で開催された「AI
によるサイバー攻撃に関する情報共有
と医療機関等におけるサイバーセキュ
リティ対策」に関する会議に出席しま
した。議題の中心は、Anthropic社の

「Claude Mythos」であり、生成AIの

進化が医療機関のサイバーリスクをど
のように変化させるかについて活発な
議論が行われました。

重要なのは、仮にMythosのような
高度なAIがサイバー攻撃に利用され
たとしても、医療機関が実施すべき基
本的な対策自体は大きく変わらないと
いう点です。攻撃の速度や精度は飛躍
的に向上しますが、攻撃対象は依然と
して未更新の脆弱性、脆弱な認証、外
部接続管理の不備などです。実際、同
会議でも、外部接続点を十分把握でき
ていない病院が多いことや、脆弱性管

理の不足が指摘されていました。
一方で、医療DXの進展に伴い、守

るべきシステム領域は急速に拡大して
います。各病院が個別に高度なセキュ
リティ投資を継続するには限界があり、
持続可能性にも課題があります。今後
さらに高性能なAIが登場することを
考えれば、個別防衛だけでは対応困難
です。

今後は、地域ごと、あるいは地域医
療構想区域ごとに、共同利用型のセキ
ュリティープラットホームを整備し、
専門人材や監視機能を集約しないと、

中小医療機関（病院・診療所）単独で
の対応には限界があると会議の場で意
見しました。

ただし、一極集中は新たなリスクに
もなるため、複数のプラットホームを
分散運営する視点も必要です。サイバ
ーセキュリティ対策は、もはや個々の
病院だけの問題ではなく、地域医療提
供体制全体で支えるべき社会インフラ
として捉える必要があると考えていま
す。

� （小森直之）
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全日病などで構成する四病院団体協
議会は６月19日、財務省の片山さつき
大臣と面会し、政府が来年度予算編成
に向けてまとめる「経済財政運営と改
革の基本方針」（骨太方針）に向け、物
価・賃金の上昇に対する緊急かつ強力
な財政支援などを求める「経済財政運
営と改革の基本方針2026に向けた要
望」と題した書面を手渡した（７面に
骨太方針の関連記事）。

控除対象外消費税問題は一律対応か
同席した神野会長は、面会後に全日

病ニュースの取材に応
じ、「病院の状況につ
いて前向きに理解し、
課題も共有いただいた。
また、控除対象外消費
税の問題については、
医療界で課税・非課税
を分けることはあり得
ないと明確なコメント
をいただいた」と述べ
た。

片山大臣は、病院の
耐震化や老朽化対策な
どを支援する事業の必
要性に関心を示したほ
か、控除対象外消費税

の問題について、公的保険制度の中で
医療を提供する限り消費税に関する対
応を施設類型などで分けるのは現実的
ではないとの見解を示したという。

同日は、全日病の安藤高夫副会長（自
民党・衆議院議員）も同席した。

「緊急的な対応」など６項目を要望
同要望書は、「緊急的な対応を要す

る事項」と「持続可能な医療提供体制
構築のための恒久的対応」に関する計
６項目で構成している。具体的な内容
は以下の通り。

【Ⅰ.緊急的な対応を要する事項】
1.	物価・賃金上昇に対する緊急かつ強
力な財政支援

　　エネルギー価格や物価の高騰、医
療従事者の処遇改善に伴う人件費上
昇に対応するため、診療報酬改定時
期にとらわれない緊急的かつ十分な
財政支援措置を講じること。

2.	医薬品・医療材料価格高騰への緊急
対応

　　輸入医薬品や医療材料等の急激な
価格上昇に対応するため、特例的な
補助制度や緊急支援措置を講じるこ
と。

【Ⅱ.�持続可能な医療提供体制構築の
ための恒久的対応】

3.	医薬品・医療材料等
の価格変動に対応で
きる制度の構築

　　国際情勢や為替変
動等による価格変動
が医療機関経営に過
度な影響を及ぼさな
いよう、償還価格・
薬価等を適時適切に
見直す仕組みを構築
すること。

4.	災害に強い医療提供体制の構築に向
けた病院施設整備支援の拡充

　　病院の耐震化、老朽化対策、ライ
フライン強化、非常用電源整備等に
対する補助制度を抜本的に拡充する
こと。

5.	控除対象外消費税問題の抜本的解決
　　医療機関の経営を恒常的に圧迫す

る控除対象外消費税問題について、
抜本的な制度改正を行うこと。

6.	再生医療・先進医療・医療DX等へ
の重点投資

　　再生医療、先進医療、創薬、医療
DX等の戦略分野について、診療報
酬とは別枠の予算措置を継続的に講
じること。

骨太方針へ、全日病・神野会長らが片山財務相と面会し要望
物価・賃金上昇に対する緊急かつ強力な財政支援を

四病協

2040年に向けて我が国は本格的な人
口減少社会を迎える。2025年国勢調査
の総人口は約１億2,300万人（前回2.5%
減）となり、出生数は過去最少を更新
し続けている。加えて、諸物価の高騰、
人件費の上昇、医療材料費やエネルギ
ーコストの増加は病院経営を直撃して
いる。とりわけ地方では人口流出と高
齢化が同時に進行し、地域医療を支え
る基盤そのものが揺らいでいる。

私自身、地方の現場に身を置きなが

ら、しばしば「地方の課題は日本の未
来を映す鏡」であると感じる。人口減
少が進む地域では、医療だけを切り離
して存続させることはできない。地域
に産業があり、雇用があり、若者が定
着し、子どもたちが未来への希望を持
てる社会があってこそ、地域医療も持
続可能となる。

その意味で、これからの全日本病院
協会には、若手経営者や医療人材の育
成、産官学と連携し、地域医療を支え

る新規事業やベンチャー企業の育成が
期待される。その結果、新たな雇用や
人材の流入を生み出し、地域の活力を
高めることにつながる。人口が減って
も、人が集まり、挑戦が生まれ、産業
が発展する街づくりこそが重要である。

さらに、医療DX、AI、ロボットテ
クノロジー（RT）は産業革命とも呼
ぶべき大きな変革をもたらそうとして
いる。限られた医療資源の中で質の高
い医療を提供し続けるためには、こう
した技術を積極的に活用し、生産性向
上と業務改革を進めなければならない。
医療、介護の連携においても、その果
たす役割は極めて大きい。

一方、どれほど技術が進歩しても、
未来を創るのは人である。そのために
は、「挑戦する組織づくり」と「次世代人
材育成」が重要となる。若い世代が夢と
志を持ち、失敗を恐れず挑戦できる環
境を整えることこそが、地域医療と地
域社会の未来を切り拓く原動力となる。

全日病は、民間病院の力を結集しな
がら、病院経営や医療政策のみならず
地方創生の視点からも発信を続けるべ
きである。地域医療を守ることは地域
の未来を守ることであり、今こそ私た
ちは「地方から未来を創る力」を信じ、
新たな時代への挑戦を進めていきたい。

� （田蒔正治）

全日病の神野正博会長は６月24日、
自民党の鬼木誠・厚生労働部会長と面
会し、政府が来年度予算案の編成に向
けてまとめる「経済財政運営と改革の
基本方針」（骨太方針）に向けた要望書
を手渡した。要望事項は計７つで、「緊
急的な対応を要する事項」が◇物価・
賃金上昇に対する緊急かつ強力な財政
支援◇医薬品・医療材料価格高騰への
緊急対応―の２つ、「持続可能な医療
提供体制構築のための恒久的対応」が
◇医薬品・医療材料等の価格変動に対
応できる制度の構築◇災害に強い医療
提供体制の構築に向けた病院施設整備

支援の拡充◇控除対象外消費税問題の
抜本的解決◇再生医療・先進医療・医
療DX等への重点投資◇DX・AI・ロ
ボティクス活用を前提とした規制・制
度改革の推進―の５つ。

神野会長は面会後に全日病ニュース
の取材に応じ、「物価高騰の関連では
機動的な対応が不可欠である旨をご理
解いただいた。控除対象外消費税の問
題では、医療界で意見をまとめるよう
求められた」と明かした。

鬼木氏は、「趣旨はよく理解できた。
厚労部会で共有し、皆で戦ってまいり
たい」と応じたという。

DX・生成AI・ロボティクス・・・
「先端技術活用で、基準の柔軟化を」

同要望書は、６月19日に四病協の代
表者らが財務省の片山さつき大臣と面
会して手渡した要望書を基本に、７項
目として「DX・AI・ロボティクス活用
を前提とした規制・制度改革の推進」
を加えた形となっている。

神野会長は、「持続可能な医療提供
体制を維持するためには、DX・生成
AI・ロボティクス、フィジカルAIな
どの先端技術を活用した業務効率化と
生産性向上が不可欠」と話した。その
上で、「これらの技術導入に積極的に

取り組む医療機関に対し、効果を適切
に評価した上で、医療の質と安全性を
担保しつつ、医療法上や診療報酬上の
人員配置基準、施設基準、専従要件な
どを柔軟に運用すべき」と強調した。

全日病の「病院のあり方委員会」は、
「2040年に向けた病院の生き残りに関
する検討」の中間報告として「病院にお
ける医療DX推進に関する行動宣言～
2040年の地域医療を見据えて～」をま
とめ、６月20日の第14回定時総会で報
告した。中間報告の内容について同委

の横倉義典委員長は、「会員病院の多く
が直面している医療DXという課題を
推進、実装するための基本的な姿勢と
今後の方向性」と説明。「医療DXを通じ
て変化に即応し、真のPatient-Centered-
Careを目指すべき」と強調した。

同行動宣言は、①医療DXを「病院

経営の変革」として位置づける②医療
DXの目的を「患者、医療従事者、組織、
地域のWell-Beingの実現」とする③医
療DXは実装の手順を考えて開始する
④AIを、医療従事者の業務と専門的
判断を支援する「デジタル診療支援ス
タッフ」として活用する⑤多職種から

なる、経営層直結の医療DX推進体制
を整備する⑥医療DXは単にIT導入
ではなく現場業務の再設計から始める
―の６つで構成している。
中間報告全文は全日病ホームページ：
https://www.ajha.or.jp/voice/pdf/ 
260623_3.pdf

神野会長が手渡し、四病協要望書に「プラス１」で
骨太方針に向け自民・鬼木厚労部会長に要望書

全日病

横倉委員長「医療の変化に即応し、真のPatient-Centered-Careを目指す」
「病院のあり方委員会」がDXで行動宣言

第14回定時総会

地方から未来を創る力
―持続可能な地域医療を目指して―

要望書を片山大臣に手渡す神野会長（左から２人目）と
安藤副会長（右１人目）ら四病協の代表者

https://www.ajha.or.jp/voice/pdf/260623_3.pdf
https://www.ajha.or.jp/topics/4byou/pdf/260622_1.pdf
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新設から２年、
見えてきた課題と今改定の方向性

令和６年度診療報酬改定において、
高齢者救急の包括的受け皿の新たな柱
として新設された「地域包括医療病棟」

（地メディ）であるが、届出数は思っ
たほど伸びなかった。一律3,050点の
報酬に対し、平均在院日数21日以内と
いった施設基準や、リハビリ・栄養・
口腔の一体的取組みといった加算が、
中小病院にとって高いハードルであっ
たためである。現場のマンパワーや患
者層の現実に対し、施設基準の柔軟性
を求める声は強かった。

令和８年度改定は、こうした現場の
実態を真摯に汲み取り、一律評価から
現状に即した多段階かつ柔軟な評価へ
と大きく舵を切るものとなった。

医療資源投入量に応じた
６区分への細分化

最大の注目点は、従来の単一評価か
ら、ケアミックス状況や緊急入院の有
無、手術の有無に応じた「６区分」へ
の細分化である。具体的には、急性期
一般病棟の併設がない「入院料１」と、
併設ありの「入院料２」に大別され、
さらにそれぞれが算定要件で３分類さ
れた。特に、単独型（入院料１）の「緊
急入院・手術なし」の区分には、現行
比プラス317点となる3,367点という最
も手厚い配点が行われた。これは、高
齢者の誤嚥性肺炎や尿路感染症など、
手術を伴わないが迅速な急性期対応を
要する救急搬送を地メディ単独で受け
入れる負担を評価した結果と言える。
医療資源の投入量に応じた、実態に即
した再編である。

99床のケアミックス病院としての
リアルな葛藤

当院も99床の急性期一般病棟と地域
包括ケア病棟で運営しており、地メデ

ィへの転換を巡りシミュレーションを
重ねてきた当事者である。今改定では、
急性期一般の「重症度、医療・看護必
要度」に救急車応需実績に応じた新た
な係数が導入され、病床機能維持への
プレッシャーは若干緩和された。しか
し、100床未満の中小規模病院が将来
にわたり急性期機能を維持するか、包
括期へシフトするかは依然として慎重
な舵取りを要する。

この文脈において、新設された「包
括期充実体制加算（１日につき80点・
14日限度）」は200床未満の中小病院に
とって大きなインセンティブとなる。
ただし、本加算は「急性期一般病棟の
併設不可」が重要な要件だ。当院のよ
うな併設型病院がこれを目指すには、
急性期病棟を地メディなどへ完全転換
する抜本的な病床機能転換が必要とな
る。これは「地域密着型の高齢者救急・

包括期特化型病院」としての生き残り
戦略を、国が後押しする選択肢を提示
してくれたと受け止めている。

現場の負担を緩和する
施設基準の見直し

また、届出の障壁となっていた施設
基準そのものにも、現場の負担を緩和
する現実的な見直しが入った。原則20
日以内の平均在院日数は、85歳以上の
高齢患者の割合に応じて段階的に緩和
される仕組み（２割増すごとに１日延
長）が導入された。退院調整に時間を
要する実態を考慮した合理的な対応で
ある。さらに、リハ・栄養・口腔連携
加算の２段階化による「加算２（50点）」
の新設や、ADLが低下した患者割合
が７%未満（85歳以上の患者の割合が
２割未満の場合には５%）と緩和され
た。これにより施設基準の緩和や多職

種連携の立ち上げハードルが下がり、
転換への現実的な道筋が見えてきた。

おわりに：
自院のポジショニングの再定義を

令和８年度改定を経て、地メディは、
病院の救急実績や地域での役割をダイ
レクトに反映できる経営戦略の主軸へ
と進化した。急性期一般の救急評価の
恩恵を受けつつ現状維持を図るのか、
あるいは包括期充実体制加算を視野に
変革へ舵を切るのか、今まさに各病院
が重い決断の時を迎えている。同じ悩
みを抱える会員病院の皆様におかれま
しても、直近の救急実績や患者層を緻
密に分析し、地域における自院のポジ
ショニングを再定義する契機としてい
ただきたい。

はじめに
令和８年度診療報酬改定が発信する

最大のメッセージは、「病棟ごとから、
病院ごとへ」という病院機能の「明確
化」である。2040年を見据え、今後の
医療提供体制は、複数機能の維持から、
各地域における自院の役割を最適化す
る地域完結型医療への移行期に入った。
今後は病院規模、人員配置、施設基準
などを踏まえ、自院の立ち位置を客観
的に見極めることが必要である。当院
は地域包括ケア病棟60床、緩和ケア病
棟35床、療養病棟48床を有するケアミ
ックス病院である。本稿では、当院の

現状を踏まえつつ、今改定から見えて
くる地域包括ケア病棟（以下：地ケア
病棟）の課題を抽出し、次期改定に向
けた方向性を整理してみたい。

令和８年度改定における
地ケア病棟の方向性

本改定において、地ケア病棟は「在
宅患者・施設入所者の後方支援および
円滑な入退院支援の更なる推進」を軸
に設計が見直された。すなわち、これ
までの予定入院やポストアキュートと
しての機能から、24時間対応を伴うサ
ブアキュートの強化へと舵を切った。

地ケア病棟に関わる
改定の概要と当院の具体的対応
①包括期充実体制加算（新設） 

１日80点（14日間）
在宅医療や介護保険施設等の後方支

援機能を評価する加算である。「200床
未満かつ急性期一般病棟なし」という
要件は当院に合致するが、救急告示・
２次救急などの施設基準、あるいはそ
れに準ずる24時間救急体制の構築が必
須。現在、当院は夜間新患救急に対応
しておらず、受入れも原則として日勤
帯を中心としており、この体制構築は
人材面・設備面ともにハードルが高い。

投資対効果や地域ニーズを慎重に見極
め、導入の是非を検討する。
②リハビリテーション・栄養・口腔 

連携加算（新設）１日30点（14日間）
介護保険の新規申請や区分変更が必

要な患者、身寄りがない等の支援困難
者を対象に、入院早期から多職種協働
で計画的退院支援を行う加算である。
確実に算定するため、病棟専従スタッ
フによる入院前スクリーニングの徹底
と早期介入フローの確立を進めている。
③入退院支援加算１（新設） 

退院時1,000点
介護保険の新規申請や区分変更が必

要な患者、身寄りがない等の支援困難
者を対象に、入院早期から多職種協働
で計画的退院支援を行う加算だ。確実
に算定するため、病棟専従スタッフに
よる入院前スクリーニングの徹底と、
早期介入フローの確立を進めている。
④在宅患者支援病床初期加算（見直し） 

緊急入院：+10点／予定入院：-70点
予定入院の評価が引き下げられた一

方、在宅や介護施設からの緊急受け入
れへの評価が手厚くなった。当院では
昨年より特別養護老人ホームとの協力

第２回：2026年度診療報酬改定　全日病　医療保険・診療報酬委員会による解説シリーズ《全５回》

令和８年度診療報酬改定と地域包括医療病棟の新たな展開

令和８年度診療報酬改定における地域包括ケア病棟へのメッセージを考える

全日病　医療保険・診療報酬委員会　委員　木村　玄

全日病　医療保険・診療報酬員会　委員　髙橋大賀

重症度基準

病病棟棟１１（（AA110000算算定定病病棟棟ななしし）） 重症度割合

※入院形態・手術の有無で入院料1〜3を区分

救急搬送後

後後：：1155%%以以上上（（変変更更ななしし））

加加算算２２のの緩緩和和点点：：リハ単位数8割→7割、
　　　　　　　　 ADL低下3%→5%

後後：：77%%未未満満（（8855歳歳以以上上22割割未未満満のの場場合合55%%））

入入院院料料１１　　緊急入院×手術なし　　　33,,336677点点
入入院院料料２２　　上記以外　　　　　  　　33,,226677点点
入入院院料料３３　　予定入院×手術あり　　　33,,111177点点

入入院院料料１１　　緊急入院×手術なし　　　33,,331166点点
入入院院料料２２　　上記以外　　　　　  　　33,,221166点点
入入院院料料３３　　予定入院×手術あり　　　33,,006666点点

病病棟棟２２（（AA110000算算定定病病棟棟あありり））

前：必要度Ⅰ16%・Ⅱ15%

後後：：必必要要度度ⅠⅠ1199%%・・ⅡⅡ1188%%（（引引上上げげ））

平均在院日数
前：21日 　　  連連携携加加算算２２　　5500点点//日日（（新新設設・・施施設設基基準準緩緩和和））

・入棟後3日以内にリハ開始　８割以上
・疾病別リハ提供単位数　平均7割以上/日
・退院時ADL低下　5%未満
・院内褥瘡発生　2.5%未満

前：15%以上

ADL低下割合

令令和和８８年年度度診診療療報報酬酬改改定定  地地域域包包括括医医療療病病棟棟入入院院料料のの見見直直しし  ままととめめ

①①入入院院料料のの点点数数 ②②施施設設基基準準のの見見直直しし ③③リリハハビビリリ・・栄栄養養・・口口腔腔連連携携加加算算

前：5%未満

【現行】リハ・栄養・口腔連携体制加算　80点/日

　　  連連携携加加算算１１　　111100点点//日日（（現現行行比比++3300点点））

前：A3以上、A2+B3以上、C1以上のいずれか

【現行】一律　3,050点/日

【改定後】A100算定病棟の有無で2区分

↓↓

・入棟後3日以内にリハ開始　８割以上
・疾病別リハ提供単位数　平均8割以上/日
・退院時ADL低下　3%未満
・院内褥瘡発生　2.5%未満

後後：：2200日日原原則則（（8855歳歳以以上上22割割ごごととにに++11日日、、最最長長2233日日））

後後：：AA22以以上上、、CC11点点以以上上（（緩緩和和））
▼▼  改改定定後後：：２２段段階階にに再再編編

表：地域包括ケア病棟に関する新設・改定加算等の詳細
項目名 新設・改定後の点数 算定要件および施設基準の概要

包括期充実体制加算 
（新設） 80点/日（14日限度）

○許可病床200床未満かつ急性期一般病棟を有しない病院。救急医療機関・二次救急である必要。
○自宅等からの緊急入院が直近３カ月15件以上。
○救急搬送・下り搬送受入が全入院患者の８%以上
○「入退院支援加算１」の算定が必須。

地域包括ケア病棟 
リハビリテーション・ 
栄養・口腔連携加算 

（新設）
30点/日（14日間）

○専任の常勤管理栄養士等の配置。
○疾患別リハを入棟３日以内に開始した患者が６割以上。
○土日・祝のリハ提供量が平日の７割以上。
○院内褥瘡発生率が2.5%未満。
○適切な口腔ケア・歯科連携体制。

入退院支援加算1 
（新設） 1,000点/日（退院時） ○地メディ病棟、回リハ病棟、地ケア病棟専用の入退院支援評価区分。

○従来の「ロ」は介護支援困難者が対象に変更。
在宅患者支援病床初期加算 

（改定） 改定あり ○介護施設・自宅等からの受入時に算定。
○今回の改定で、救急搬送された場合の評価対象を緊急入院全体へと拡大した。

包括範囲からの除外項目 
（出来高化） 出来高移行 ○「退院時共同指導料２」「介護支援等連携指導料」を包括外として出来高算定可能とする。

○代替薬のない維持期の治療に用いられる生物学的製剤およびJAK阻害剤を包括外へ除外。 � （４面へ続く）
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【寄稿】生成AI「Mythos」が暴く中小病院の盲点

「システム会社任せ」が最大の経営リスクになる時代

病院へのサイバー攻撃は、情報が盗まれるだけの問題ではない。電子カルテ、
医事会計、検査、画像、薬剤などのシステムが停止すれば、受付、診察、処方、
検査、入院、会計までが同時に滞る。救急患者の受け入れを制限し、予定手術
や外来診療を延期せざるを得なくなることもある。サイバー攻撃を受けたら、
数週間～数カ月は実質的に休診に追い込まれ、億単位の減収と、地域からの信
頼失墜、最悪の場合は医業継続不可能（倒産）に直結する。サイバー攻撃は、情
報システム部門だけの問題ではなく、患者安全と診療継続に直結する病院全体
の危機である。
さらに、攻撃をめぐる環境は生成AIによって変わり始めている。Claude 
Mythos Preview（以下、Mythos*）は、高度な生成AIがサイバー領域でどこ
まで強い能力を持ち得るかを示した象徴的な事例である。本稿で重要なのは、
Mythosという特定の製品を危険視することではない。今後登場する高度な生
成AIが、攻撃者の弱点探索、情報整理、攻撃手順の作成を支援し、その仕事を
速く、巧妙にする可能性である。
* �米アンソロピック社が開発した高度な生成AI（Claudeシリーズ）のサイバーセキュリティ

領域における能力を示す実験的モデル。

１．�攻撃者は侵入後に�
何をしているのか

病院への攻撃は、侵入した瞬間に電
子カルテを暗号化するところから始ま
るわけではない。典型的には、攻撃者
はメール、古いVPN、インターネッ
トに公開された機器、ベンダーの保守
接続などから最初の侵入口を探す（図
１①）。

侵入に成功すると、攻撃者は再び院
内へ入れる経路を確保する（図１②）。
その後、すぐに大きな破壊を行わず、
院内ネットワークを静かに調べる。ど
の端末が電子カルテにつながっている
のか、管理者の権限を持つIDはどれ
か、検査、画像、薬剤などの部門シス
テムはどこにあるか、バックアップは
どのように保管されているかを確認す
る（図１③）。

これは、泥棒が家に侵入した後、す
ぐに物を盗まず、金庫、合鍵、警報装
置、非常口の場所を調べている状態に
近い。病院側から見れば異常が起きて
いないように見えても、攻撃者は診療
停止に至る経路を探している。

次に、盗み出したIDやパスワード
を使い、より強い権限を取得する（図
１④）。一般職員の端末から管理者権
限へ、事務系ネットワークから電子カ
ルテ系へと侵入範囲を広げる。最後に、
バックアップの削除（図１⑤）、デー

タの持ち出し、電子カルテや部門シス
テムの暗号化（図１⑥）などを短時間
に実行する。

病院から見ると被害は突然発生した
ように見える。しかし実際には侵入、
再侵入経路の確保、内部探索、権限拡
大、バックアップ妨害という準備を経
て最後に被害が一気に表面化している。

２．�Mythos は攻撃者の�
何を増幅するのか

生成AIが自ら病院を攻撃するわけ
ではない。攻撃する意思を持つのは人
間である。しかし、生成AIは攻撃者
の作業を大きく支援する可能性がある。

第一は、弱点を探す能力である。病
院やベンダーが公開している情報、使
用機器、ソフトウエア、接続方式など
を整理し、攻撃の入口となり得る候補
を短時間で示すことができる。

第二は、フィッシングの高度化であ
る。生成AIを使えば、病院職員、取
引業者、経営幹部などになりすました、
自然で内容の整ったメールを作成でき
る。対象となる職員や部署に合わせ、
文面を細かく変えることも可能である。

第三は、複数の弱点を結び付ける能
力である。古いVPN、共有ID、多要
素認証の欠如、不十分なネットワーク
分離、本番系と一緒に管理されたバッ
クアップは、一つ一つでは直ちに診療

停止を引き起こさない。しかし、連続
して使われると、侵入から病院全体の
停止へ至る一本の経路になる。高度な
生成AIは、この組み合わせを検討す
る作業を支援し得る。

さらに、従来は高度な知識を必要と
した調査やプログラム作成の一部を生
成AIが補助すれば、経験の乏しい攻
撃者でも、より高度な作業を試みやす
くなる可能性がある。Mythosに象徴
される変化の本質は、攻撃者が一つの
弱点を見つけることだけではない。病
院内に散らばる複数の穴を短時間で探
し、診療停止までの経路として組み合
わせやすくなることである。

３．�なぜ中小病院では�
穴が重なりやすいのか

中小病院は、攻撃者にとって無価値
だから狙われない、とは言えない。現
在の攻撃では、インターネット上の機
器が自動的に広く探索される。病院の
規模や知名度に関係なく、外部に開か
れた弱い接続が見つかれば、攻撃候補
となる。中小病院では、長期間使われ
ているVPNやネットワーク機器、常
時開放されたベンダー保守接続、共有
ID、多要素認証を導入できない古いシ
ステムが残りやすい。電子カルテ、医
事会計、検査、画像、薬剤などを異な
るベンダーが担当し、病院自身が外部
接続の全体像を把握できていない場合
も多い。

バックアップを取っていても、本番
システムと同じ院内ネットワークに置
かれていれば、攻撃者に同時に削除・
暗号化される可能性がある。また、電
子カルテ停止時の紙運用や初動連絡体
制を作っていても、実際に訓練してい
なければ、緊急時には機能しない。

さらに、中小病院には情報技術やサ
イバーセキュリティを専門とする職員
が少ない。多額の費用をかけて高度な
監視システムを導入したり、外部の専
門家を常時利用したりする余裕も乏し

い。個々の穴は小さくても、それを把
握して塞ぐ人材と資金が不足している
ため、複数の穴が一直線に並びやすい
のである。

４．�完全防御ではなく、�
七つの防御層を重ねる

中小病院に、大企業と同じ水準の完
全防御を求めることは現実的ではない。
また、どれほど費用をかけても、侵入
を完全にゼロにすることは難しい。そ
こで有用なのが、スイスチーズ理論（図
２）である。スイスチーズには穴があ
る。同じように、外部接続、認証、端
末、ネットワーク、監視、バックアッ
プ、組織対応のどの対策にも弱点は残
る。しかし、複数のチーズを重ね、穴
が一直線に並ばなければ、重大事故へ
至る経路を途中で止められる。

病院の防御は、次の七層に整理でき
る。第一層は入口対策である。VPN、
保守接続、公開機器など、外から入れ
る入口を把握し、不要なものを閉じる。

第二層は認証対策である。管理者
ID、VPN、ベンダー保守IDを優先し
て、多要素認証を導入する。多要素認
証とは、パスワードだけでなく、認証
アプリ、ICカード、生体認証など、
別の確認手段を組み合わせる方法であ
る。

第三層は端末対策である。古いOS、
医療機器に接続された端末、対策が不
十分な事務端末を把握する。

第四層はネットワーク対策である。
電子カルテ系、事務系、インターネッ
ト系、バックアップ系を分け、不要な
通信を止める。

第五層は監視・検知である。通常と
異なるログイン、大量閲覧、管理者権
限の異常操作などに気づけるよう、操
作記録を残す。

第六層はバックアップと復旧である。
バックアップを本番系から分離し、一

医療機関連携を開始し、ICTを活用し
たリアルタイムな情報共有と緊急受け
入れを実践している。今後はこのモデ
ルを周辺の老健や在支診にも広げ、地
域全体の緊急入院受け皿としての機能
を拡大したいと考える。
⑤指導料関連の出来高以降―退院時共

同指導料２（400点）、介護支援等
連携指導料1.2（400～500点）

退院時共同指導料２、介護支援等連
携指導料１・２が、包括範囲から出来
高算定へと移行された。新設された介
護支援等連携指導料２は、平時から連
携するケアマネジャー等と共同して指
導を行った場合に算定できる。早期の
退院調整に向け、地域との顔の見える
関係をさらに深化させ、ICTを活用し
たシームレスな情報共有体制を強化す
ることが望まれる。

結び：
地ケア病棟の―これから―未来図

今回の改定により、地ケア病棟が果
たすべき責務は、◇高齢者救急やサブ
アキュート受け入れの強化◇早期多職
種介入による支援困難患者への退院支
援◇入院初期からのリハビリ徹底によ
る早期ADL改善◇包括的な退院時指
導に伴う医療・介護の密接な連携―の
４点に集約される。地ケア病棟は今後
とも①サブアキュート②ポストアキュ

ート③在宅復帰支援―の３つの機能の
バランスが更に求められると予測され
る。次期改定を見据え、加算要件をク
リアするための人員確保や体制構築を
進めるべきか、あるいは地域における
自院の適正な役割をより明確化すべき
か、より深い分析が必要となる。民間
のケアミックス病院経営において、時
代の要請に応じた病院づくりが求めら
れていると感じる。

図１：病院への侵入から診療停止までの典型的な流れ 図２：中小病院を守るスイスチーズ型七層防御

（３面のつづき）

� （次ページへ続く）
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全日病と日本医療・病院管理学会は
６月23日、持続可能な医療提供体制に
向けて医療施設整備財源の確保策など
を検討する共同タスクフォースの初会
合を開き議論を開始した。2026年内に

「提言書案」をまとめ、広く意見を募
った上で、2027年２月頃に提言書の公
表を目指す。2027年度の政府予算案編
成に向けた要望活動などに活かす考え。
今年10月に開催予定の同学会学術集会
で中間報告も計画する。できるだけ建
築費用を抑える〝低コスト〟の病院建
築モデルも検討する方針だ。

「治し、支える医療」に加え、
まちづくりや地方創生も絡めて検討

同日の共同TF会合後に記者会見し
た全日病の神野正博会長は、「社会保
障財源が大変厳しい中でも、地域医療
を維持・継続させるために必要な病院
の施設整備コストに対する補助金など
のあり方について、実現可能なものを
提案していく」と説明。その上で、「初
会合では、国民にわかるように、医療
とは何か、地域で必要な病院の存在と
はどのようなものかを説明する必要性
についても一致した」と明かし、「『治
し、支える医療』の確保に加え、地域

のまちづくりや地方創生にも絡まる話
として、いろいろと議論していきたい」
と豊富を語った。
〝低コスト〟の病院建築モデルにつ

いては、「現状、各病院は、想いを込
めて理想を実現しようとするが、『贅
沢を言ってはいけない』というような
ことも提言しなければならないと思っ
ている」との考えを示した。

地域医療構想の推進
「ハード面の維持に財源確保不可欠」

今中雄一理事長は、「地域の医療シ
ステムの再構築が求められており、地
域医療構想を推進していく中で、ハー
ド面もしっかりと維持できる財源確保
も不可欠」と財政支援の重要性を強調。
地域医療介護総合確保基金について

「執行率が低く、使いにくさもある。
予算確保されているにもかかわらず使
われていないので、機能の拡充なども

提言できるよう検討したい」と述べた。
また「病院は、医療提供にとどまら

ず社会における共通資本としての役割
も大きい。暮らしの安心や雇用創出、
定住の促進、そして高齢者の生活支援
など、地域づくりに直接・間接で関わ
っている病院も多く、医療以外の貢献
度も踏まえた財源確保を考えるべき」
との見方も示した。

今後は、金融や建築の専門家に加え、
厚労省の地域医療構想担当官や総合確
保基金の担当官、都道府県などの行政
からも意見・助言を得ながら検討を進
める。同日は、同TFアドバイザーの
候補として◇慶應義塾大学の池上直己
名誉教授◇国際医療福祉大学大学院医
学研究科の池田俊也教授◇工学院大学
建築部の筧淳夫教授◇横浜市立大学デ
ータサイエンス研究科の伏見清秀教授
◇産業医科大学名誉教授で福岡国際医
療福祉大学看護学部の松田晋哉教授―
の名前もあげた。
（全日病ニュース７月15日号では老朽
化の現状を調べた調査結果を続編記事
として掲載予定）

病院建築の低コストモデルなども検討
医療施設整備財源の確保へ、共同TF始動

全日病と日本医療・病院管理学会

定期間は変更・削除できない形で保管
する。バックアップを取るだけでなく、
実際に復元できるかを確認する。

第七層は組織対応である。電子カル
テ停止時の紙運用、初動連絡、救急・
外来・入院の継続方法を決め訓練する。
入口を突破されても認証で止める。認
証を突破されても電子カルテ系へ広げ
させない。

電子カルテが停止しても、バックア
ップと紙運用で診療を続ける。重要な
のは、すべての穴をなくすことではな
い。穴を一直線に並べないことである。

５．�中小病院が�
最初の三カ月に行うこと

中小病院が最初に行うべきことは、
高額な製品を買うことではない。自院
の入口と弱点を把握することである。
ベンダーは、自社が提供するシステム

や契約範囲について責任を負う。しか
し、病院全体の外部接続、ID、ネット
ワーク、バックアップを横断して守る
責任まで負うわけではない。病院全体
の安全をベンダー任せにせず、経営課
題として確認する必要がある。

Mythosに象徴される高度な生成AI
によって、攻撃者は病院の弱点を以前
より速く探し、複数の穴を組み合わせ
やすくなる。被害を受ける病院が今後
増える可能性を考えれば、以下の五つ
は、大きな投資を必要としない一方で
効果が期待でき、費用と労力に十分見
合う対策である。

第一に、VPN、リモートデスクト
ップ、外部公開機器、ベンダー保守接
続、クラウド管理画面など、「外から
入れるもの」の一覧を作る。

第二に、常時開放された接続がない
か、保守用IDが共有されていないか、
接続記録が残るかを、ベンダーに文書
で確認する。

第三に、リモート接続、管理者ID、

ベンダー保守IDについて、多要素認
証に対応できるものから優先して導入
する。

第四に、バックアップが本番系と分
離され、攻撃者から変更・削除されに
くいかを確認する。あわせて、実際に
データを戻せるかをテストする。

第五に、電子カルテが停止した場合
の紙運用、連絡先、診療継続手順を確
認し、短時間でもよいので実際に訓練
する。

ここで示すのは、最初の三カ月に着
手すべき初動項目である。ネットワー
クの再設計、古い機器の更新、契約の
全面的な見直しなどは、その後、中期
的な計画として進める必要がある。

ただし、情報技術に詳しい職員がい
ない病院に、これらをすべて自力で行
うよう求めても進まない。外部接続の
確認、ベンダーとの協議、設定確認、
監視、訓練などについて、中小病院が
専門的な支援を低い負担で利用できる
地域的・共同的な仕組みが必要である。

国には、その仕組みの整備と、初期費
用・継続運用費の両面からの支援が求
められる。中小病院が孤立して戦うの
には限界がある。地域での共同防衛体
制の構築と国の財政的支援が不可欠で
ある。

おわりに

国による制度整備や財政支援は不可
欠である。一方、Mythosに象徴され
る高度な生成AIの脅威は、将来の問
題ではない。支援制度が整うのを待つ
だけでなく、病院自身も今から着手す
る必要がある。

まず、高度なAI攻撃が現実となっ
た今、『知らなかった』『ITが苦手だか
ら』は経営者の言い訳にならない。ま
ずは明日、情報担当者とベンダーを呼
び出し、本稿にある『外から入れるも
のの一覧』を作らせることから始めて
いただきたい。それが、あなたの病院
と患者を守る最初の一歩である。

（４面のつづき）

共同TF　メンバー

全日病
会長 神野　正博 社会医療法人財団董仙会　理事長
副会長 安藤　高夫 衆議院議員・医療法人社団永生会　理事長
副会長 猪口　正孝 社会医療法人社団正志会　理事長
常任理事 横倉　義典 社会医療法人弘恵会　ヨコクラ病院　院長
理事 大坪　由里子 医療法人社団大坪会　三軒茶屋病院　統括院長
日本医療・病院管理学会（制度政策委員会〈前田光哉委員長〉のもと）
理事長 今中　雄一 京都大学大学院医学研究科　教授
理事 亀田　義人 順天堂大学大学院医学研究科　准教授
幹事 久保田　聡 福祉医療機構（WAM）　債権業務課　課長代理
理事 田中　将之 日本医療経営機構　主幹研究員
理事 前田　光哉 東京都港区みなと保健所　所長
幹事 的場　匡亮 昭和医科大学大学院保健医療学研究科　教授
理事 森井　大一 日本医師会総合政策研究機構　主席研究員
幹事 山本　光昭 社会保険診療報酬支払基金　理事
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当協会は2006年より「認定個人情報保護団体」となり、①会員病院における
個人情報保護の取組状況を把握する②過去に実施した同アンケートと比較し、
経年的な取組状況の変化を明らかにする―を目的に、全会員病院を対象に個人
情報保護管理に関するアンケートを継続的に実施している。本紙面では調査結
果の概要を報告し、全体報告は当協会ホームページで公開する。
https://www.ajha.or.jp/about_us/nintei/

調査概要

本調査は、全日本病院協会の全会員
病院2,589病院を対象に、施設概況、
個人情報保護法への組織的対応、院内
研修・外部研修の実施状況、個人情報
に関する苦情・相談、診療情報の開示、
改正法への対応、協会の取組状況等を
把握するために実施。調査期間は2025
年８月27日から９月30日までとしたが、
回収状況を踏まえ締切を11月17日まで
段階的に延長した。

調査票は各病院の個人情報管理担当
者に送付し、自計記入のうえ記名で返
送いただいた。回答は491病院（回答
率19.0%）。経年変化を評価するため、
2013年から2025年まで13年連続で回答
した９施設の取組状況についても分析
した（詳細は当協会ホームページをご
覧ください）。

回答施設概要

回答施設の設立主体は、医療法人が
406施設（82.7%）で最も多く、次いで
公 益 法 人（3.9%）、 公 的 病 院（4.1%）、
その他（6.3%）などであった。2013年
度から2025年度までを通じて、医療法
人の割合は概ね８割強で推移しており、
回答施設の構成（母集団）が大きく変
動していない点は、経年比較の信頼性
を高める要素と考えられる。

個人情報保護法への�
組織的対応・準備について

2025年度の個人情報保護管理責任者
は、職種別では医師が251施設（51.1%）、

事務職が178施設（36.3%）となり両者
で大半を占めた。役職別では「院長」
が202施設（41.1%）と最も多く、トッ
プまたは経営に近い立場が担う施設が
中心であった。2013年度と比べ、「特
に定めていない」は５%弱から２%前
後まで低下と、体制の未整備は縮小傾
向にある。

一方、監査責任者（規定上の監査役
割）では、2021年度以降、「特に定めて
いない」が約３割まで増加しており、
近年の特徴的な弱点と考えられる。

文書整備の状況は、個人情報保護規
定（91.0%）、個人情報保護方針（80.7%）、
職員の誓約書（76.8%）、方針の掲示

（75.8%）、情報開示の規定（72.9%）な
どの項目が高い水準で定着している。
反対に、「業者（委託先）の誓約書」は
49.5%にとどまるなど、2013年度と比
べて比率が低い局面もみられた（表１）。

掲示・周知方法は、ホームページ掲
載（71.9%）、受付・総合案内周辺への
掲示（66.4%）、病棟への掲示（59.5%）、
入院案内への記載（48.9%）が中心であ
る。特にホームページ掲載は2013年度
比で上昇しており、「院内で見せる」か
ら「院外でも確認できる」導線づくり
が進んだといえる。2022年度から追加
された同意取得に関する設問（院内の
症例検討会、外部参加を伴う症例検討
会、学会発表・論文投稿など）では、
2025年度は、院内の症例検討会では「掲
示による黙示」が最多である一方、外
部参加や学会発表・論文投稿といった
院外へ広がる利用では「個別同意」が
相対的に増える傾向にある。

電子カルテ・オーダリングシステム
の導入状況では、両方を導入済みなの
が2025年度で81.9%となり、2016年度

（約半数）から大きく増加した。電子
化の進展に伴い、ID・パスワード運用
やアクセスログ管理は、個人情報保護
に係るセキュリティ対策として重要性
が増している（表２）。

2025年度の持ち出し制限では、規程
文書による制限（64.6%）、事前申請・
許可（63.1%）、USB等の媒体の使用禁
止（55.7%）が中心であり、「物理的な持
ち出しの抑止」と「手続による管理」を
組み合わせた運用が主流と考えられる

（表３）。
また、SNSに関しては「制限してい

る」が51.9%、「制限していない」は
39.7%で、2013年度と比べてルール化
が進んだ。SNSによる情報発信の必要
性が高まる中、禁止一辺倒ではなく撮
影・投稿・患者同意・職員教育まで含め
たガイドラインの整備が重要と考えら
れる。

研修内容の実施状況・�
外部の研修会への参加について

院内研修（定期的な研修・勉強会）
を「実施している」と回答した施設は、
2025年度で85.3%であり、長期的には
緩やかな上昇傾向がみられた。実施時
期は入職時オリエンテーションが中心

（実施施設の約７割）で、まず入口段
階での周知を重視する傾向がうかがえ
る。開催回数は年１回が中心（実施施
設の約３分の２）で、年２回以上は約
３分の１にとどまった。

外 部 研 修 へ の 参 加 は2025年 度 が
22.4%で2019年度（28.5%）を下回る一
方、2020・2021年度の落ち込みからは
回復基調がみられた。参加者は個人情
報保護対策担当者が中心で、外部で得
た知見を担当者が持ち帰り、院内で展
開する形が主流といえる。

個人情報保護に関する苦情・相談・
問い合わせについて

苦情の有無については、2025年度の
「苦情があった」は8.1%で、2013年度
（約８%）から大きな増減はなく、一定
水準で推移している。件数分布では「年
１件」が中心で、多くは不定期に発生
している。苦情・トラブル時の相談先
は「弁護士」が84.9%で最も多く、法的
判断を早期に取り入れる傾向がみられ
る。これは、個人情報保護が「現場の
モラル・マナー」ではなく、「法令対応・
説明責任」として扱われていることの
裏返しと考えられる。

一方、苦情を除く「相談・問合せが
あ っ た 」は2025年 度 で6.5%と な り、
2013年度（11.4%）からは低下傾向。相
談件数が減少した要因は一概に断定で
きないものの、「院内ルールの整備が
進み、自己解決できる範囲が広がった」

「問合せが診療情報開示など別系統の
窓口に集約された」「記録・集計方法が
変わった」など、複数の可能性が考え
られる。

また、漏洩対応に関する保険加入は
2025年度で40.5% となり2013年度

（23.6%）から増加。トラブル頻度は大
きく増えていないが、リスク移転（保

険）を含めた備えは厚くなっている。

診療情報の開示について

診療情報開示については、2025年度
で85.5%の施設が「請求あり」と回答し
ており、2013年度（72.4%）から上昇し
ている。開示請求は「例外的な事案」
から「日常的に発生する業務」へ移行
しつつあると考えられる。

請求者は、患者本人・家族に加え、
弁護士、保険会社、裁判所・警察等の
第三者が大きな比重を占めており、医
療機関側には「本人確認・代理権確認」

「利用目的や開示範囲の特定」「不開示
判断と理由付け」「記録保全」など、よ
り厳密な実務対応が求められる。

不開示件数は「０件」が多数で、不
開示に至るケースは相対的に少ない一
方、請求件数の前年差では「増加」が
35.0%で「減少」（17.7%）を上回った。
請求が増加していくと、担当者の属人
化を避けるため、受付から決裁、交付
までの手続の標準化を進める必要性が
高まる。

個人情報の漏洩等への対応について

個人情報漏洩等発生時に「個人情報
保護委員会への報告対象と考える事
例」について尋ねたところ、最も多か
ったのは「不正の目的をもって行われ
た漏洩等が発生した」（91.4%）で、次
いで「要配慮個人情報の漏洩が確認さ
れた」（90.0%）、「要配慮個人情報の漏
洩により財産的被害が生じた」（89.7%）
が続いた。被害発生や悪意の介在など、
重大性・外部影響が明確な事案を規定
上の報告対象として整理した施設が多
数あることがうかがえる。

また、媒体紛失に関しては、「要配
慮個人情報を保存したUSBが紛失し
た（パスワードなし）」が85.2%、パス
ワードありの場合でも83.5%と高水準
であり、暗号化・パスワードの有無に
かかわらず「紛失＝リスク事案」とし
て扱う姿勢が広く共有されている。

一方、「保険証を別の人に渡した」
（51.3%）、「診療内容を記載した書類を
別の人に渡した」（62.1%）は、上記の
重大事案に比べると割合が低く、誤交
付・誤送付等、日常業務で起こり得る
事故については、規定上の報告要否の
整理が施設によりバラつきやすい可能
性がある。

当協会の個人情報保護法への�
取り組みについて

当協会の研修会開催を「知っている」
は2025年度で57.2%、また当協会が認
定個人情報保護団体であることを「知
っている」は58.0%であり、認知は約
６割にとどまった。さらに、認定個人
情報保護団体としての活動内容につい
ては「概ね知っている/聞いたことが
ある」が中心で、内容理解の深さには
濃淡がみられた。

制度整備は「定着」、課題は「運用の深さ」へ
今後は、委託先管理や外部持ち出し、SNS発信、開示対応を“迷わず回す”運用精度が課題
� 全日病・個人情報保護担当委員会委員長　細川𠮷博

2025年度 個人情報保護に関するアンケート調査報告

表１　�個人情報保護法への対応として整備した規定等
項　目 2025 2019 2013

① 個人情報保護規定 91.0% 89.7% 91.3%
② 個人情報保護方針 80.7% 80.0% 82.6%
③ 職員の誓約書 76.8% 79.3% 86.7%
④ 利用者への方針の掲示 75.8% 68.8% 79.2%
⑤ 情報開示の規定 72.9% 73.9% 84.5%
⑥ 情報システム保護規定 72.3% 60.5% 60.8%
⑦ 業者の誓約書 49.5% 56.5% 68.7%

表２　�電子カルテ・オーダリングシステムの導入状況
項　目 2025 2020 2016

① �電カル・オーダリング両方 81.9% 65.3% 52.6%
② オーダリングシステムのみ   5.7%   9.5% 14.1%
③ どちらも導入していない 11.0% 21.5% 32.8%
④ 未回答   1.4%   3.7%   0.4%

表３　�個人情報の外部持ち出し制限実施内容
項　目 2025 2019 2013

① 制限していない   2.2%   5.0%   5.8%
② 規程文書による制限 64.6% 59.9% 58.6%
③ �メディア（FD・USB・CD-R等）の使用の禁止 55.7% 45.8% 44.0%
④ 持ち出し作業者の限定 31.5% 27.1% 22.4%
⑤ メディア接続部の取り外し・封鎖 25.2% 21.4% 21.7%
⑥ �プログラムによるUSB認識に対するセキュリティの設定 

（登録されたUSBのみ使用可とする） 50.1% 32.2% 27.6%

⑦ �持ち出しにあたって事前の申請および許可 63.1% ― ― � （次ページへ続く）
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2026年度　第１回理事会・第２回常任理事会の抄録　５月16日

【主な協議事項】
●�正会員として以下の入会について審

議し、承認した。
栃木県　　医療法人小金井中央病院
	 理事長　　田中　昌宏
千葉県　　医療法人黒潮会田辺病院
	 理事長　　田邉　俊之
石川県　　社会福祉法人聖霊病院金

沢聖霊総合病院
	 理事長　　岩田　　章
退会が２件あり、結果、在籍正会員

数は合計2,594会員となった。
●�準会員として以下の入会について審

議し、承認した。
東京都　　医療法人社団東京桜十字

六本木ヒルズ桜十字クリ
ニック

	 院　長　　吉田　　昌
退会が１件あり、結果、在籍準会員

数は合計186会員となった。
●�2025年度事業報告書（案）及び事

業実績説明書（案）について審議し、
承認した。

●�2025年度決算報告（案）について審
議し、承認した。

●�顧問（案）について説明があり、審
議し、承認した。
新顧問案：�梅村　聡（衆議院議員）
　　　　　釜萢　敏（参議院議員）

●�第14回定時総会等（案）について説
明があり、審議し、承認した。

●�全日本病院協会定款施行細則の変更
（案）について説明があり、審議し、
承認した。

●�全日本病院協会医療従事者無料職業
紹介業務の運営に関する規程（案）
について説明があり、審議し、承認
した。

●�全日本病院協会災害対応規則の改正
について説明があり、審議し、承認
した。

●�医療保険・診療報酬委員会委員に猪
口名誉会長を追加する説明があり、
審議し、承認した。
新委員：�猪口　雄二

（医療法人財団寿康会寿康
会病院　理事長）

●�医療事務技能審査委員会・医師事務
作業補助技能認定委員会委員に猪口
名誉会長を追加する説明があり、審
議し、承認した。
新委員：猪口　雄二（同）

●�広報委員会に特別委員を追加する説
明があり、審議し、承認した。
新特別委員：�竹田　陽介

（ 一 般 社 団 法 人 病 院
マーケティングサミッ
トJAPAN　代表理事）

●�人間ドック実施指定施設の申請につ
いて説明があり、審議し、承認した。

＜人間ドック＞
茨城県　　社会医療法人社団光仁会

総合守谷第一病院
	 理事長　　野村　　誠
石川県　　医療法人社団洋和会池田

病院
	 理事長　　池田太一郎
東京都　　医療法人社団東京桜十字

池袋桜十字クリニック
	 院　長　　小林　　修
兵庫県　　医療法人公仁会姫路中央

病院
	 理事長　　東　　靖人
宮城県　　公益財団法人宮城県対が

ん協会がん検診センター
	 所　長　　加藤　勝章
三重県　　医療法人誠仁会塩川病院
	 院　長　　坂　　洋一
岡山県　　一般財団法人共愛会芳野

病院
	 理事長　　藤本　宗平
富山県　　射水市民病院

	 院　長　　深原　一晃
石川県　　公益社団法人石川勤労者

医療協会城北病院
	 院　長　　齊藤　典才
愛知県　　医療法人全医会伊藤整形 

・内科あいちスポーツ・
人工関節クリニック

	 理事長　　伊藤不二夫
人間ドック実施指定施設は合計480

施設となった。
●�日帰り人間ドック施設の指定内規の

改正について説明があり、審議し、
承認した。新たに書類審査料として
20,000円（１申請毎、申請時に請
求）を追加する。

●�群馬県支部事務局の変更について説
明があり、審議し、承認した。

●�群馬県支部事務局業務委託覚書の変
更について説明があり、審議し、承
認した。

【主な報告事項】
●審議会等の報告
「中央社会保険医療協議会の総会、

入院・外来医療等の調査・評価分科会、
費用対効果評価専門部会」について報
告があり、質疑が行われた。
「社会保障審議会医療部会」につい

て報告があり、質疑が行われた。
「医療関係職種の安定的な養成・確

保に関する検討会」について報告があ
り、質疑が行われた。
「循環器病対策推進協議会」につい

て報告があり、質疑が行われた。
2025年度「災害支援ナースに関する

調整会議」について報告があり、質疑
が行われた。

全日病「病院のあり方委員会」が検
討を進めている「2040年に向けた病院
生き残りに関する検討」の中間報告に
ついて説明があり、質疑が行われた。

全日病「人間ドック委員会」が、人
間ドック実施指定施設を対象に「2025
年度人間ドックに関する調査」を実施
すると報告した。
●病院機能評価の審査結果について
□主たる機能（～順不同）

【３rdG：Ver.3.0】
◎一般病院１

東京都　　大田池上病院
青森県　　ときわ会病院
京都府　　洛和会音羽記念病院
大阪府　　寝屋川ひかり病院

◎一般病院２
東京都　　NTT東日本関東病院
北海道　　名寄市立総合病院
埼玉県　　八潮中央総合病院
長野県　　伊那中央病院
大阪府　　淀川キリスト教病院
奈良県　　済生会中和病院
愛媛県　　済生会西条病院

◎リハビリテーション病院
鹿児島県　八反丸リハビリテーショ

ン病院
◎精神科病院

広島県　　瀬野川病院
2026年４月３日現在の認定病院は合

計2,189病院。そのうち本会会員は924
病院と、会員病院の35.6%、全認定病
院の42.2%を占めている。
●�厚生労働省、日医、各団体報告につ

いて
一般社団法人日本専門医機構理事会

（第23回）の報告が行われた。

【主な討議事項】
●研修収支等一覧について

各研修事業の収支・定員充足率など
を踏まえ、モデルチェンジの必要性や
オンライン化の推進など、より魅力的
な研修内容にするための施策について
討議した。

相談窓口として当協会を利用した経
験は6.3%にとどまり、「当協会が相談
を受け付けていることを知らない」と
の回答も一定数あった。

他方、当協会ホームページの方針・
規定例示を「活用した」は2025年度で
28.3%となり、2013年度（42.6%）を下
回り、2015年度以降は３割程度で横ば
いである。個人情報保護Q&A本（事
例集）についても、2025年度は「2023
年度版を知っている」が41.5%にとど
まり、最新版の周知が十分に行き届い
ていない可能性がある。

総じて、当協会の施策は整備されつ
つも、「必要な人に届き、現場の手順
に落とし込まれる」ところまでの導線
づくりが今後の課題と考えられる。

最後に

本調査の結果から、会員病院におけ
る個人情報保護の取り組みは、規程や
方針の整備、院内研修の実施、診療情
報開示への対応など、制度面では着実
に定着してきたことが確認できました。
一方、医療DXの進展、電子カルテ等
の普及、SNSを含む情報発信機会の増
加、委託業務の拡大などにより、個人

情報を取り巻く環境は年々複雑化して
います。今後は、単に規程を整備する
だけではなく、現場で実際に判断に迷
う場面において、職員一人ひとりが適
切に対応できる実効性のある運用が求
められます。特に、委託先管理、個人
情報の外部持ち出し、SNS発信、診療
情報開示、漏洩等発生時の初動対応に
ついては、各施設において手順を明確
にし、日常業務の中で迷わず対応でき
る体制を整えていくことが重要です。

個人情報保護は、単なる法令遵守に
とどまるものではありません。患者が
安心して医療を受け、医療機関を信頼
して自らの情報を預けてくださるため

の基盤です。その信頼を守るためには、
経営層、管理者、現場職員がそれぞれ
の立場で個人情報保護の重要性を理解
し、組織全体として継続的に取り組む
必要があります。当委員会としても、
認定個人情報保護団体としての役割を
改めて認識し、研修会、Q&A・事例集、
相談窓口等の取り組みが、より多くの
会員病院に届き、実務に活かされるよ
う周知と支援を一層強化してまいりま
す。今後も、会員病院の皆様とともに、
個人情報の適切な保護と利活用の両立
を図り、患者から信頼される医療提供
体制の確立に努めてまいります。

政府が来年度の予算編成に向けた基
本的な方針としてまとめる「経済財政
運営と改革の基本方針」（骨太方針）の
閣議決定が、今年は例年よりも後ろ倒
しとなっている。国会周辺では、７月
第２週頃に閣議決定するだろうとの情
報も取り沙汰されている。

今回の骨太方針は、高市早苗首相に
とって初めてとなるだけでなく、自民
党と日本維新の会による連立政権にと
っても初めて。経済財政諮問会議にお
ける通常の過程に、「連立政権合意書」
に関する内容の実行などが加わり、調
整が複雑化している状況だ。

例年通りであれば、夏に予定する来
年度の政府予算概算要求に向け、財務
省の「財政制度等審議会」が５月末頃
にまとめる提言書（春の建議）を経て、
骨太方針は６月中旬から下旬の閣議決

定となる。昨年は５月27日に財政審が
春の建議を公表し、骨太方針2025は６
月13日の閣議決定だった。今年は、春
の建議が未公表のまま６月を迎えてお
り、６月末までには骨太方針がまとま
らない蓋然性が高まっている。

自民・維新の「連立政権合意書」では、
計13項目の社会保障政策を掲げ、2026
年度中に「具体的な制度設計を行い、
順次実行する」と記している。

同13項目のうち、医療機関の経営に
直結する項目としては、「収益構造の
増強及び経営の安定化を図るための医
療機関の営利事業の在り方の見直し」
や「高度医療機器及び設備の更新等に
係る現在の消費税負担の在り方の見直
し」などが盛り込まれている。

骨太方針、７月上旬にも閣議決定へ
ファクトで展望する 
高齢日本の医療政策 
―終末期医療・「生活習慣病」・高額療養費制度―
著者●二木　立
出版社●勁草書房
定価●3,850円（3,500円＋税）
日本福祉大学名誉教授・二木立先生による最新作。本書

では、かかりつけ医機能や高額療養費制度見直しを巡る議論、医療費
抑制政策など、多岐にわたるテーマがファクトベースで整理・検討されている。各
政党が医療費削減や社会保険料負担軽減策を掲げる中、今後、医療機関を取り巻く
制度改革や政策動向をどのように読み解いていくべきかを考えるうえで多くの示唆
を得られるだろう。経営幹部層にはぜひ読んでいただきたい一冊だ。
生活習慣病という用語の見直しや、診療報酬単価が１点10円に固定された経緯、

在宅ケアのリアルコストなどについても掘り下げられており、日々の業務の背景に
医療政策があることを実感できる内容も多い。現場経験を踏まえ、医療制度や病院
経営にも関心を持ち始めた若手職員にも薦めたい。� （安藤高夫）

一冊の本　book review

（６面のつづき）
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一般社団法人が開設する医療機関に
非営利性を徹底させるため、確認すべ
き書類や確認方法として都道府県に周
知する内容が決まった。厚生労働省が
７月にも都道府県に対し通知を発出し、
審査や指導の体制整備などを求める。
６月17日、社会保障審議会・医療部会

（遠藤久夫部会長）が了承した。
一方、医療関係団体などを代表して

出席する委員からは、今回の決定によ
り都道府県へ通知する内容を大筋で了
承しつつも「もっと厳しくあるべき」
との声が相次いだ。

医療法施行規則等を改正
2026年度事業分から対象に

一般社団法人が開設する医療機関に
非営利性を徹底させるための確認方法
などについては、2024年12月25日に医
療部会が取りまとめた「2040年頃に向
けた医療提供体制の総合的な改革に関
する意見」の中で、「医療機関の開設時
等において新たに各種事項の届出を一
般社団法人に対して求めるべき」と明
記したことを受け、医療法施行規則等
を改正し、審査・指導の厳格化を決定。
１月26日の同部会会合では、医療法施
行規則を改正して2026年度事業分から
非営利性の確認を徹底・厳格化すると

の方針を確認。その上で、医療法人の
届出書類なども参考に、一般社団法人
が医療機関を開設する際などに届け出
る書類として◇事業報告書◇賃借対照
表◇損益計算書―の３点をあげたが、
全日病の神野正博会長をはじめ、「医
療法人と同じ尺度とすべき」との意見
が複数の委員から出ていた。
（全日病ニュース２月15日号に関連記
事）。

同日の部会では、１月26日の会合を
受けて医療法施行規則は改正済である
と説明した上で、医療機関を開設する
一般社団法人（公益社団法人を除く）
に対しては、事業報告書や貸借対照表、

損益計算書などに
加え、開設時の届
出や定款、有形固
定資産明細表など
の附属明細書、財
産目録、取引状況
報告書、監査報告
書などを都道府県
知事等に届け出る
よう求める書類に
位置づけるとの方
針を表明した。開
設時や内容変更時
に確認する書類以
外は、毎会計年度
終了後３カ月以内
の届出を求めると
の 考 え も 示 し た

（図表）。
また、厚労省が

都道府県に示す内
容の案として、こ
れまでの医療部会

などにおける議論も踏まえ「非営利性
の観点」を①法人の活動目的が営利を
目的としていないこと②医療機関の運
営上生じる利益の移転を禁止すること
③法人が解散した際の残余財産の帰属
先を制限していること④法人の役員が
原則として営利を目的とする法人と役
員等を兼務していないこと⑤一社員一
議決権であること―の５点に分け、確
認する際の方法も例示。医療機関の開
設や経営について「地域医療の確保」
や「公衆衛生の向上」などの記載を確
認するほか、事業規模に比して事業費
用が過大でないことや、特定の企業と
集中的もしくは高額な取引がないかな
どを確認するなどの方針も説明した。

「医療行為に差はない、公正に」
「アップグレードが必要」

日本医療法人協会会長の伊藤伸一委
員は、医療法人と同様に一般社団法人
が開設した医療機関の事業報告書は第
三者が閲覧できるようにすべきと主張。
さらなる検討を求めた。

日本医師会副会長の角田徹委員は、
PDCAサイクルによるさらなる検討
を要請。「将来的に、税法でいう非営
利型の一般社団法人であることを義務
づけるべき」との考えも示した。

地域医療機能推進機構〈JCHO〉理事
長の山本修一部会長代理も「医療界全
体として関心が高い。アップグレード
が必要」と述べ、引き続き検討を要す
るとの見方を示した。

日本精神科病院協会会長の山崎學委
員は、外国資本による投資目的で一般
社団法人の医療機関が増えているとの
危機感を示し、何らかの対策を講じる
べきと訴えた。

医療関係の委員からは「もっと厳しく」の声が続出
一般社団法人の医療機関に関する非営利性の確認点を了承

社保審・医療部会

■�現在募集中の研修会（詳細な案内は全日病ホームページを参照）
研修会名（定員） 期日【会場】 参加費�会員（会員以外）（税込） 備考

病院部門責任者研修
 48名

2026年８月～11月

全４講座（６日間）
�198,000円（253,000円）（税込）

医療・介護施設における各部門を、高いレベルで運営できる状
態を目指す研修。看護部門の看護師長や主任、訪問看護ステー
ションの所長、コメディカル部門の責任者、事務部門（事務・
総務・医事・経理）の責任者、介護施設の管理者等を対象に、
当該部門が置かれている内外環境の動向を踏まえて、将来にお
いてどのような運営をすべきかという構想を練る。部門で発生
している問題を抽出して、背景を整理した上で原因を多面的・
論理的に分析して解決の道筋を立てる。

災害時の
病院管理者等の役割研修
 60名

2026年８月22日（土）
� 12:30～18:15

Web研修

� 8,800円（12,100円）（税込）

院長、副院長、各診療科部長、診療協力部門部長、法人・経営
本部部長、事務長などの病院管理者等を対照、大規模災害等発
生時に取るべき処置や役割等に関する留意点の説明、発災を想
定したシミュレーションを実施する計画。当協会が展開する
「AMAT（災害時医療支援活動班）」の受入対応を想定した講義
も予定している。修了者にはAMAT隊員更新のための研修２
単位に該当するほか、日本DMAT隊員や都道府県DMAT隊員
が受講した場合はAMAT認定する。

個人情報管理・担当責任者
養成研修会
アドバンストコース
 42名

2026年11月12日（木）
� 10:00～16:30

対面研修

� 25,300円（29,700円）（税込）

医療機関の個人情報保護管理責任者もしくは担当者が対象。個
人情報保護に関する事例検討を中心とした応用的な内容を学
ぶ。弁護士３名を招聘するオリエンテーションとグループワー
クで構成し、同「ベーシックコース」では学べない個人情報保
護法の解釈についてなど、より深い議論も行う予定。参加者に
は「受講修了証」を発行する。

【追加開催】
医療事故調査制度
適切な対応・事例検討研修会
 各回70名

第３回
　2026年12月20日（日）
� ９:30～17:00
第４回
　2027年２月11日（木・祝）
� ９:30～17:00

※�各回、開催時間・内容は同じ
（予定）

� 25,300円（29,700円）（税込）

第１回、第２回が好評につき募集を終了した研修会を追加で開
催する。2026年４月の医療法施行規則の一部改正により病院
等の管理者等に対して受講が義務づけられた「医療事故に係る
適切な対応に関する研修」に該当する内容。具体的には、▽「医
療に起因する」や「予期しない」の判断基準▽報告対象に該当す
るのか判断▽医療事故発生時の初動対応と院内事故調査の進め
方▽管理者としての適切な組織対応―などについて学ぶ。本研
修は「全日病・医法協認定　医療安全管理者」を継続認定（更新）
するための研修に該当（２単位）。修了者には修了証（受講証明
書）も発行する。

非営利性の確認の実施時期等について

⚫ 定款や事業報告書等の確認書類は、それぞれ都道府県等に届け出られる時期が異なり、以下のとおり整理される。
⚫ なお、医療法第25条に基づく報告徴収・立入検査時には、全ての書類について確認を行うことが可能。

定款、開設時の届出 開設時・内容変更時
事業報告書、貸借対照表、損益計算書 毎会計年度終了後３か月以内の届出
附属明細書 毎会計年度終了後３か月以内の届出（一定規模以上の一般社団法人に限る）
その他の書類
（財産目録、取引状況報告書、監査報告書等）

毎会計年度終了後３か月以内の届出（届出義務はなく、任意で提出を求める）

（１）書類の提出時期

（２）「非営利性の確認のポイント」に基づく確認の実施時期等について
⚫ 「非営利性の確認のポイント」（以下「確認ポイント」という。）は、令和８年夏頃に通知する予定。
⚫ 通知後に医療機関を開設する一般社団法人については、開設許可の申請時から「確認ポイント」を踏まえ、実施していただく。
⚫ 既に医療機関を開設している一般社団法人（新たに医療機関を開設する場合を除く。）については、これまで非営利性の確認が
各都道府県等で解釈・運用されてきたことや、今般義務づけた届出は令和９年度から行われること踏まえ、令和９年度から「確認
ポイント」を踏まえた確認を行うこととする。 具体的には以下のとおり。
・今般義務づけた書類の確認は、令和９年度（令和８年事業分の会計年度終了後３か月以内）に届け出られたものから行う。
・定款、開設時の届出内容変更時における非営利性の確認は、令和９年４月以降に届け出られたものから行う。
・報告徴収・立入検査時の確認（※９）は、令和９年４月以降の立入検査から「確認ポイント」を踏まえた確認を行う。
・令和９年度中に立入検査が行われず、変更届出も見込まれない医療機関に対しては、都道府県等は、令和９年度において、事業
報告書、貸借対照表及び損益計算書とあわせて「確認ポイント」に適合した定款等の提出を求めることとする。

（３）非営利性の確認と医療機関への行政指導等の関係
⚫ 開設許可の申請において、非営利性の確認を行った結果、非営利性を満たさないと解される場合、医療法第７条第７項に基づき、
都道府県等は開設許可を与えないことができる。

⚫ 毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認によって、非営利性が徹底されていないと解される場合には、医療法第24条の
２に基づき、都道府県等は改善措置命令・業務停止命令ができ、当該命令に違反した場合は、同法第29条第１項第４号に基づき開
設許可の取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。




